
 

 

個人情報保護規程 

 

 信友会（以下「本会」という。）は、信友会会則（以下、「会則」という）及び「個人情報の保護に関す

る法律」（平成 15年法律第 57 号。以下、「法」という。）の意図するところを踏まえ、以下のごとく個人

情報の取り扱いについて定める。 

 

第１章 総則 

第１条 目的 

本規程は、法に基づき、本会が取扱う個人情報について、適切な管理を行うことにより、会員の権利利

益を保護することを目的とする。 

第２条 個人情報 

本規程において個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するも

のをいう。 

１ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等（文書、図画若しくは電磁的記録（電磁的方式

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。）で作ら

れる記録をいう。）に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された

一切の事項（個人識別符号を除く）をいう。以下同じ）により特定の個人を識別することができるも

の。（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを

含む。）をいう。 

 ２ 個人識別符号が含まれるもの。 

第３条 適用範囲 

本規程は本会の会員に適用する。本会を退会した者は、在会中に知り得た個人情報を利用または提供し

てはならない。 

 

第２章 個人情報の取得 

第４条 個人情報取得の原則 

１ 個人情報の取得は、利用目的達成のために必要な限度において行うものとする。 

２ 個人情報を取得するときは、適正かつ公正な方法で行うものとする。本会は、原則として本人から

個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号の場合は本人以外の者から収集する場合がある。 

（１）本人の同意を得た場合。 

（２）個人の生命、身体または財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。 

（３）所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。 

第５条 個人情報の取得 

前条に基づき、本会は、入会時及び総会・合同歓送迎会の案内状等により個人情報を取得する。 

 

第３章 個人情報の利用目的の特定等 

第６条 利用目的の特定 

保有する個人情報は、本会内での連絡、調整、会員名簿・機関誌「信友」の作成・配布、本会ホームペ

ージの作成・運営及び本会と密接な関係にある陸自通信科職種等の関係者との連絡・調整する場合に使

用する。 

 



 

第７条 利用目的以外の利用の制限 

１ 本会は、利用目的を超えて個人情報を利用する場合は、本人の同意を得るものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得

ないで前条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるもの

とする。 

（１） 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが 

困難であるとき。 

（２）国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとき。 

 

 

第４章 個人情報の適正管理 

第８条 個人情報の適正管理 

１ 事務局 

（１）事務局は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人情報を正確かつ最新の状態に保つものと

する。 

（２）事務局は、個人情報の漏洩、滅失、棄損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要かつ

適切な措置を講ずるものとする。 

（３）事務局は、個人情報の適正な管理のために、個人情報を取り扱う役員に対する必要かつ適切な監

督を行うものとする。 

（４）事務局は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人情報を確実に破棄または削除するもの

とする。 

（５）事務局は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委

託契約において、個人情報の適正な管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対

する必要かつ適切な監督を行うものとする。 

（６）個人情報の取り扱いは、各幹事の所掌事務に必要な範囲で行うとともに、会員名簿にかかわる個

人情報の取り扱いは、名簿幹事が行うものとする。 

（７）個人情報の取り扱いは、幹事の管理下にある施設において行うものとする。 

 （８）個人情報（書類及び電子媒体）の保管は、施錠できる容器で行うものとする。 

（９）個人情報を持ち運ぶ場合は、常時管理下に置くとともに、電子媒体に保存する場合は、パスワー

ドを設定するものとする。 

（１０）個人情報の漏洩の可能性のある場合は、速やかに会長、保護管理責任者及び保全責任者等に報

告・通報し、漏洩が明らかになった場合は、事実関係の調査・原因の究明、影響を受ける可能性の

ある本人への連絡等を適切に行い、再発の防止を図るものとする。 

 ２ 会員が順守すべき事項は、会則第１７条第２項の通りとする。 

 

 

第５章 個人情報の第三者提供 

第９条 個人情報の第三者提供 

１ 本会は、第７条第２項に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第

三者に提供しないものとする。 



 

２ 次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三

者に該当しないものとする。 

（１） 本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱いの全部または一部を委託 

する場合。 

（２） 個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用され 

る個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人情報の管理

について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、または本人が容易に

知り得る状態に置いているとき。 

（３） 本会と密接な関係にある陸自通信科職種等の関係者と連絡・調整する場合。 

 

第６章 個人情報の開示・訂正・利用停止等 

第１０条 個人情報の開示等 

１ 本会は、本人から、当該本人にかかわる個人情報について、書面又は口頭により、その開示（当該

本人が識別される個人情報を保有していないときにはその旨を知らせることを含む。以下同じ）の申

し出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示するものとする。ただ

し、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないこと

ができる。 

（１） 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合 

（２） 本会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合 

（３） 他の法令に違反することとなる場合 

２ 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申し出をした者の同意があるときは、書面以

外の方法により開示することができる。 

３ 個人情報の開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。 

４ 本会は、個人情報の開示を受けた者から、書面又は口頭により、開示にかかわる個人情報の訂正、

追加、削除または利用停止の申し出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞な

く調査を行い、その結果を、申し出をした者に対し、書面により通知するものとする。 

５ 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申し出があったときは、前項と同様の処理を行うものと

する。 

 

第７章 組織及び体制 

第１１条 個人情報保護管理組織 

１ 本会は、個人情報を安全、確実に取り扱うため個人情報保護管理組織を設置する。 

２ 本会における保護管理組織の保護管理責任者は、副会長とする。 

３ 保護管理責任者を補佐するため、保全責任者を置く。 

４ 保全責任者は、総務、名簿、機関紙及び会計を所掌する各幹事の筆頭者とする。 

５ 上記の各項以外の役員を個人情報取扱者とする。 

 

 

第１２条 保護管理責任者の責務 

１ 保護管理責任者は、役員会及び個人情報取り扱い委託先における個人情報の適正な管理運営に必

要な措置をとり、本会における個人情報保護に関する意識啓発を行い、個人情報取り扱い全般につい

ての総括的な指揮監督を行う。 



 

２ 保護管理責任者は、本規程の実施及び運営に関する責任を負い、その権限を持つ。 

３ 保護管理責任者は、本会における個人情報の管理運営状況について随時会長に報告するものとす

る。 

４ 保護管理責任者は、本規程の改廃について提案することができる。 

第１３条 保全責任者の責務 

１ 保全責任者は、各所掌における個人情報の適正な管理、運営について、必要な措置をとる。 

２ 保全責任者は、職務上知り得た個人情報について保護管理責任者の許可なく他に漏らしてはなら

ない。 

３ 保全責任者は、職務上知り得た個人情報を保護管理責任者の指示以外の目的に使用してはならな

い。 

第１４条 個人情報取扱者の責務 

１ 個人情報取扱者が個人情報を取扱う場合は、保全責任者（監事にあっては、保護管理責任者）の指

示に従って行動する。 

２ 個人情報取扱者は、職務上知り得た個人情報について保全責任者（監事にあっては、保護管理責

任者）の許可なく他に漏らしてはならない。 

３ 個人情報取扱者は、職務上知り得た個人情報を保全責任者（監事にあっては、保護管理責任者）

の指示以外の目的に使用してはならない。 

 

第８章 事故への対応 

第１５条 事故への対応 

個人情報の漏洩等、セキュリティ事故が発生した場合、又はその恐れがあるときは、直ちに保護管理責

任者に報告し、その指示に従うものとする。 

 

 この規程は、平成３１年２月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 


